
項目 対象者 必要なもの

新たな加入手続については、転入先の市町村でご確認ください。

認定引継ぎの申請は、新住所に住み始めた日から１４日以内に行う必要があります。

その他必要なものについてはお問い合わせください。

電話番号　　（０８９７）６５－１２４１　

介護福祉課（市役所１階　１３番窓口）

手続きの内容

世帯合併・

世帯分離

被保険者の方

（６５歳以上の方）
手続きが必要な場合があります。

□　来庁する方の本人確認書類（顔写真付き以外のものは２点確認）

□　本人のマイナンバーがわかるもの

□　介護保険被保険者証

転居

被保険者の方

（６５歳以上の方

・第１号被保険者）

（第２号被保険者

（40歳～64歳の方）で

被保険者証のある方）

住所変更の手続きをしてください。

□　来庁する方の本人確認書類（顔写真付き以外のものは２点確認）

□　本人のマイナンバーがわかるもの

□　介護保険被保険者証

□　介護保険負担割合証（お持ちの方のみ）

□　介護保険負担限度額認定証（お持ちの方のみ）

※ 送付先を変更される方は、送付先変更届出書を提出してください。本人が手書きしない場合は

本人の認印が必要です。

※ 代理人申請の場合、委任状（介護福祉課にあります。介護福祉課HPからもダウンロードできま

す。）が必要です。

転出
被保険者の方

（６５歳以上の方）

資格喪失手続きを行ってください。

※ 転入先が施設所在地の場合はお問い合わ

せください。

※ 要介護認定を受けている方には、受給資格証明書をお渡しします。

□　来庁する方の本人確認書類（顔写真付き以外のものは２点確認）

□　本人のマイナンバーがわかるもの

□　介護保険被保険者証

□　本人名義の口座番号のわかるもの（保険料の還付がある場合）

※ 代理人申請の場合、委任状（介護福祉課にあります。介護福祉課HPからもダウンロードできま

す。）が必要です。

転入
要介護認定を

受けている方

認定引継ぎ手続きをしてください。転入後

14日を過ぎると介護認定の引継ぎができま

せんので、ご注意ください。

□　来庁する方の本人確認書類（顔写真付き以外のものは２点確認）

□　本人のマイナンバーがわかるもの

□　転入前の市町村で交付を受けた介護保険受給資格証明書（交付のない市町村もあります。）

※ 代理人申請の場合、委任状（介護福祉課にあります。介護福祉課HPからもダウンロードできま

す。）が必要です。


